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開会　午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（目時重雄君）　おはようございます。 

　　ただいまの出席議員数は10人であります。 

　　よって、定足数に達しております。 

　　ただいまから令和７年第６回小坂町議会臨時会を開会いたします。 

　　直ちに本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（目時重雄君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

　　会議録署名議員は、小坂町議会会議規則第111条の規定により、３番、菅原明雅君、４番、

鹿兒島巖君を指名いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（目時重雄君）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

　　会期につきましては、運営委員会委員長のご報告を求めます。 

　　委員長。 

〔議会運営委員長　本田佳子君登壇〕 

○議会運営委員長（本田佳子君）　皆さん、おはようございます。 

　　本臨時会についての議会運営委員会を10月８日に開催いたしました。 

　　本臨時会に係る案件は、和解及び損害賠償の専決処分の報告１件、財産取得の議案１件の

計２件であります。 

　　したがいまして、議会運営委員会としましては、会期を本日１日間とすることを提案いた

します。 

○議長（目時重雄君）　お諮りいたします。 
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　　本臨時会の会期につきましては、ただいまの運営委員長の報告のとおり、本日１日間にし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（目時重雄君）　ご異議はないものと認めます。 

　　よって、本臨時会の会期は１日間と決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第１０号の上程、説明、質疑 

○議長（目時重雄君）　日程第３、報告第10号　和解及び損害賠償の専決処分についてを議題

といたします。 

　　職員に報告書を朗読させますが、別紙の朗読については省略いたします。 

〔職員報告書朗読〕 

○議長（目時重雄君）　町長から提出理由の説明を求めます。 

　　町長。 

〔町長　細越　満君登壇〕 

○町長（細越　満君）　おはようございます。 

　　本日は、令和７年第６回小坂町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には、時

節柄大変お忙しい中ご参会を賜り、誠にありがとうございます。 

　　本議会に提出いたします案件は、専決処分の報告１件と議案として財産の取得１件であり

ます。 

　　慎重ご審議の上、ご協賛賜りますようお願いを申し上げます。 

　　それでは、初めに、報告第10号　和解及び損害賠償の専決処分についての内容につきまし

てご報告申し上げます。 

　　本事件は、令和７年６月13日午後４時30分頃、小坂字台作地内の町道台作萩平線を一般車

両が通行していたところ、アスファルト舗装が剝がれ、開いていた穴に右側後輪を落として

しまい、タイヤがパンクし、フレームも損壊したものであります。 

　　９月20日付で相手方と示談が成立し、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分い

たしましたので、同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

　　今回このような事件を発生させたことについて深くおわび申し上げますとともに、今後同
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様な事故が発生しないよう、町道の維持管理を徹底するよう指示したところでございます。 

　　以上、簡単ではございますが報告とさせていただきます。 

○議長（目時重雄君）　ただいまの報告に対し質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（目時重雄君）　質疑はないものと認めます。 

　　これをもって質疑を終結いたします。 

　　以上で、報告第10号については終結いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（目時重雄君）　日程第４、議案第74号　消防ポンプ自動車の取得についてを議題とい

たします。 

　　職員に議案を朗読させます。 

〔職員議案朗読〕 

○議長（目時重雄君）　町長から提案理由の説明を求めます。 

　　町長。 

〔町長　細越　満君登壇〕 

○町長（細越　満君）　議案第74号　消防ポンプ自動車の取得について、提案理由をご説明申

し上げます。 

　　本議案は、小坂町消防団第３分団に配置している消防ポンプ自動車が購入後28年経過して

おり、車両の経年劣化により消防団活動に支障を来していることから、地域の安全・安心を

確保するため、車両を更新するものであります。 

　　９月30日、５業者による指名競争入札を実施いたしました結果、株式会社能代消防センタ

ーが消費税込み2,528万9,000円で落札いたしました。 

　　取得する財産の予定価格が700万円以上となりますことから、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

　　詳細につきましては、建設課長に説明いたさせますので、慎重ご審議の上、ご協賛賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 
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○議長（目時重雄君）　建設課長。 

○建設課長（初沢　誠君）　消防ポンプ自動車の取得について、詳細につきましてご説明いた

します。 

　　議案審議の参考１ページをご覧ください。 

　　取得理由につきましては、先ほど町長から提案理由で説明がありましたとおりでございま

すが、小坂町消防団第３分団に配置している消防ポンプ自動車は平成９年に購入後、28年経

過しており、経年劣化が進んでいることから、地域消防力を維持するため、車両を更新する

ものでございます。 

　　取得する車両は、低床四輪駆動で、乗車定員は６人、ポンプ性能は毎分2,000Ｌ以上の放

水能力を有するＡ－２級消防ポンプを搭載しております。 

　　次に、入札結果についてでございますが、県内の５者による指名競争入札の結果、株式会

社能代消防センターが2,528万9,000円で落札いたしました。 

　　落札率は96.8％となっております。 

　　能代消防センターとは、10月１日付で仮契約を締結しており、議決をいただいた後に本契

約を締結する予定としております。 

　　なお、納入期限は、令和８年３月31日としております。 

　　以上で、消防ポンプ自動車の取得についての詳細説明を終わります。 

○議長（目時重雄君）　これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

　　５番。 

○５番（椿谷勇次君）　５番です。 

　　町で消防のポンプ車は何台ぐらい所有しているのでしょうか。28年経っているので交換は

妥当と思うのですけれども、そもそも人口が減ってきております。分団を再編して購入する

数を減らすということは検討されているのかという点と２点お伺いできればと思います。 

○議長（目時重雄君）　町民課長。 

○町民課長（古澤　健君）　今現在、消防ポンプ車は３台配備しております。 

　　今回、購入します３分団の消防ポンプ車は、町部に配備しております。 

　　あと、北側の川上地区に１台、それから南側、七滝地区に１台ということで、地区の中心

となる３地区に配置しておりますので、台数については適正と考えております。 

○議長（目時重雄君）　５番。 

○５番（椿谷勇次君）　ありがとうございます。 
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　　町部に１台ということで再編するとなれば、町内で１台だけというパターンだと思います。

今回は難しいと判断しましたので、台数については問題ないかと思いました。ありがとうご

ざいます。 

○議長（目時重雄君）　そのほか質疑ございませんか。 

　　２番。 

○２番（工藤文明君）　２番です。 

　　今回の３分団のポンプ車の取得理由が老朽化が著しいということになりますけれども、小

坂町消防団、例えば小坂班は同じ平成９年に小型動力ポンプを導入しております。大川岱班

にあっては平成８年に小型動力ポンプを導入しております。この２つの分団の動力ポンプに

ついても計画的に取得していくものとは思いますけれども、今後の方針をお知らせください。 

○議長（目時重雄君）　町民課長。 

○町民課長（古澤　健君）　ポンプ車につきましても、可搬ポンプにつきましても定期的に点

検を実施しております。また、可搬ポンプにつきましても、定期的に更新をしていく計画を

立てております。 

○議長（目時重雄君）　２番。 

○２番（工藤文明君）　分かりました。 

　　今質問しましたのは、老朽化ということの取得理由は示しておりますけれども、老朽化に

伴って３分団のポンプ車の不具合が発生しているということも伺っております。これが取得

の大きな理由となっているということでよろしかったでしょうか。 

　　以上です。 

○議長（目時重雄君）　町民課長。 

○町民課長（古澤　健君）　更新の目安の25年を越えて現在28年ということで、本来であれば

25年越える前に更新することが望ましかったのですけれども、延び延びになってしまったと

いうことと、不具合が出たということが理由であります。 

○議長（目時重雄君）　２番。 

○２番（工藤文明君）　分かりました。 

　　ほかの分団の車両、あるいは動力ポンプの老朽化、それから不具合というのも加味しなが

ら計画的に更新していただくことも希望します。 

　　以上です。 

○議長（目時重雄君）　そのほか質疑ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（目時重雄君）　質疑はないものと認めます。 

　　これをもって質疑を終結いたします。 

　　これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（目時重雄君）　討論はないものと認めます。 

　　これをもって討論を終結いたします。 

　　これより議案第74号を採決いたします。 

　　この採決は起立によって行います。 

　　議案第74号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔全員起立〕 

○議長（目時重雄君）　起立全員であります。 

　　よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（目時重雄君）　以上をもちまして、本臨時会に予定されました案件は全部終了いたし

ました。 

　　これをもって、令和７年第６回小坂町議会臨時会を閉会いたします。 

　　ご協力ありがとうございました。 

 

閉会　午前１０時１６分


